
穀梁伝の思想(下)(野間)

春
秋
三
伝
入
門
講
座

第
六
章
　
穀
梁
伝
の
思
想
　
(
下
)

野
間
　
文
史

春
秋
の
三
特
色
/
魯
国
主
体
に
つ
い
て
/
内
魯
説
・
内
辞
に
つ
い
て
/
王
室
尊
崇
の
念
に
つ
い
て
/
周
王
尊
崇
に
つ
い
て
/

周
封
建
制
度
の
維
持
/
天
子
と
諸
侯
/
諸
侯
は
正
に
与
ふ
/
大
夫
は
国
の
体
な
り
/
変
の
正
に
つ
い
て
/
民
は
君
の
本
な
り
/

穀
梁
伝
の
春
秋
観
/
魯
隠
公
論
/
譲
位
の
否
認
/
親
親
を
以
て
尊
尊
を
害
は
ず
/
(
以
上
前
集
)

善
な
れ
ど
も
正
な
ら
ず
/
正
也
・
非
正
也
と
礼
也
・
非
礼
也
/
礼
の
尊
重
/
婦
人
は
人
に
従
ふ
者
な
り
/
男
子
は
婦
人
の
手
に
絶
え
ず
/

妾
母
の
地
位
に
つ
い
て
/
穀
染
伝
と
そ
の
他
の
礼
文
献
/
穀
梁
伝
の
夷
秋
観
/
災
異
の
見
方
/
助
字
の
見
方
/
緩
辞
・
急
辞
/

助
字
の
辞
例
/
英
之
為
言
、
猶
某
也
/
穀
梁
伝
の
作
成
(
以
上
本
集
)
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善
な
れ
ど
も
正
な
ら
ず
　
　
と
こ
ろ
で
『
穀
梁
伝
』
を
論
じ
た
先
学
の
中
に

は
、
こ
の
隠
公
元
年
の
条
の
、
「
善
な
れ
ば
則

こ
れ

ち
其
の
鳶
を
不
正
と
す
る
は
何
ぞ
や
」
と
い
う
一
句
か
ら
、
「
善
」
と
　
「
正
」

と
を
対
立
す
る
概
念
と
見
な
し
た
う
え
で
、
「
善
」
が
道
徳
的
価
値
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
「
正
」
　
は
適
法
・
合
法
の
観
念
を
内
包
す
る
も
の
と
考
え
、

「
善
」
よ
り
も
「
正
」
を
重
ん
じ
る
『
穀
梁
伝
』
に
法
家
的
偵
向
を
見
出
そ
う

と
す
る
見
解
が
有
る
〔
④
〕
。
つ
ま
り
秩
序
の
体
系
が
道
徳
を
離
れ
て
法
に
移

っ
て
い
る
と
す
る
見
方
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
の
隠
公
の
　
「
善
」
と
は
、
桓
公
が
隠
公
を
耕
し
た
　
「
悪
」
　
に

対
比
し
た
結
果
、
い
わ
ば
方
便
と
し
て
「
善
」
と
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
し
か

も
こ
の
場
合
の
　
「
善
」
は
「
正
」
　
の
中
に
含
め
得
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ

「
小
恵
」
・
「
小
道
」
と
さ
れ
、
「
大
道
」
に
は
及
ば
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

正
也
・
非
正
也
と
礼
也
・
非
礼
也
　
　
し
た
が
っ
て
こ
の
一
条
の
み
な
ら
ず
、

『
穀
梁
伝
』
中
に
瀬
見
す
る
「
正
也
」

「
非
正
也
」
と
い
う
断
語
は
、
決
し
て
「
法
」
を
根
拠
に
し
た
も
の
で
は
な
く
、

や
は
り
「
礼
」
を
規
準
と
し
て
評
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
次

の
例
は
ま
さ
し
く
そ
の
こ
と
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
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た
ま

荘
0
1
　
「
王
使
柴
叔
来
錫
桓
公
命
　
(
王
、
栄
叔
を
し
て
来
た
り
て
桓
公
に
命
を
錫
は

しむ)　」

礼
の
定
め
で
は
、
(
諸
侯
が
京
師
ま
で
伺
候
し
て
天
子
か
ら
)
命
を
受
け

る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
(
天
子
の
方
か
ら
)
　
や
っ
て
　
「
来
て
命
を
錫
う
」

こ
と
は
な
い
。
「
命
を
錫
う
」
　
の
は
、
非
正
の
行
為
で
あ
る
。
生
き
て
い

る
と
き
に
服
を
加
え
、
死
ん
だ
と
き
に
そ
れ
を
実
行
さ
せ
る
の
が
礼
で
あ

る
。
だ
か
ら
生
き
て
い
る
と
き
に
服
を
加
え
ず
、
死
ん
で
の
ち
に
追
っ
て

錫
う
の
は
、
不
正
の
甚
し
き
も
の
で
あ
る
。
(
鵡
有
受
命
、
無
水
錫
命
。
錫

命
、
非
正
也
。
生
服
之
、
死
行
之
、
趨
也
。
生
不
服
、
死
追
錫
之
、
不
正
甚
夫
)

こ
の
伝
文
は
、
礼
の
定
め
で
は
天
子
か
ら
の
受
命
は
あ
っ
て
も
錫
命
は
な
い
、

と
す
る
『
穀
梁
伝
』
独
自
の
主
張
を
述
べ
た
も
の
で
、
『
穀
梁
伝
』
の
尊
王
の

徹
底
ぶ
り
を
示
す
伝
文
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
こ
こ
で
は
措
こ
う
。
こ
の
伝

文
の
論
旨
の
展
開
は
、
礼
に
錫
命
が
無
い
の
に
天
子
が
錫
命
し
た
の
は
「
非

正
」
　
で
あ
る
　
(
礼
1
非
正
)
、
生
前
に
「
服
」
　
し
死
後
に
　
「
行
」
す
る
の
が

「
礼
」
　
で
あ
る
の
に
、
そ
う
し
な
か
っ
た
の
は
「
不
正
」
　
で
あ
る
　
(
礼
1
不

正
)
、
と
い
う
よ
う
に
跡
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
論

旨
の
展
開
か
ら
見
る
限
り
、
「
非
正
」
・
「
不
正
」
を
「
非
礼
」
と
置
き
換
え

て
も
、
意
味
の
上
で
全
く
問
題
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
穀
梁

伝
』
の
「
正
也
」
:
非
正
也
」
は
「
礼
也
」
・
「
非
礼
也
」
と
同
義
に
使
わ
れ

る
こ
と
が
有
る
。
現
に
、

婦
人
既
嫁
不
瑜
克
也
。
瑜
寛
、
非
正
也
。
(
荘
公
二
年
・
十
九
年
・
二
十
年
・
億
公

五
年
二
一
十
五
年
・
三
十
一
年
)

婦
人
既
嫁
不
瑜
寛
。
　
瑜
寛
、
非
種
也
。
(
荘
公
五
年
・
十
五
年
)

と
あ
る
例
が
、
そ
の
こ
と
を
明
白
に
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て

『
穀
梁
伝
』
に
賞
罰
を
背
景
に
し
た
　
「
法
」
を
想
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し

か
も
『
穀
梁
伝
』
に
は
「
法
」
と
い
う
語
は
見
え
な
い
の
だ
か
ら
、
な
お
さ
ら

で
あ
る
。
『
穀
梁
伝
』
の
主
張
の
中
心
に
法
家
的
性
格
を
求
め
る
必
要
は
な
い

で
あ
ろ
う
〔
⑤
〕
。

昏
礼
に
つ
い
て
　
　
し
た
が
っ
て
『
穀
梁
伝
』
も
ま
た
や
は
り
『
公
羊
伝
』

と
同
様
に
　
「
礼
義
」
　
の
書
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を

裏
付
け
る
の
は
、
『
公
羊
伝
』
よ
り
も
一
段
と
整
備
さ
れ
た
形
で
の
礼
制
が

『
穀
梁
伝
』
に
見
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
天
子
を
頂
点
と
し
て
諸
侯
・
大
夫
・

士
と
い
う
身
分
に
よ
っ
て
礼
制
が
階
級
的
な
整
理
を
経
て
い
る
こ
と
は
、
先
の

「
周
封
建
制
度
の
維
持
」
　
の
項
で
表
示
し
た
と
こ
ろ
か
ら
も
理
解
で
き
る
こ
と

と
田
ざ
つ
。

そ
の
中
で
も
『
穀
梁
伝
』
で
と
り
わ
け
目
に
つ
く
の
は
、
礼
制
に
よ
っ
て
婦

人
の
地
位
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
い
こ
と
で
あ
る
。
右
の
非
正
・
非

礼
の
例
に
挙
げ
た
　
「
婦
人
既
に
嫁
す
れ
ば
寛
を
瑜
え
ざ
る
な
り
」
も
そ
の
例
で

あ
る
し
、
ま
た
　
「
昏
礼
」
　
へ
の
言
及
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
も
、
そ
の
例
で
あ

る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
『
穀
梁
伝
』
の
昏
礼
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
先

ず
「
納
幣
」
　
に
つ
い
て
述
べ
た
伝
文
で
あ
る
。
(
以
下
、
後
の
説
明
の
便
の
た
め

に
、
伝
文
に
適
宜
[
A
]
・
[
B
]
・
〔
C
]
…
…
の
符
号
を
付
け
た
も
の
が
有
る
。
)
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(野間)穀梁伝の思想(下)

荘
2
2
　
「
冬
、
公
知
賓
納
幣
(
公
、
斉
に
如
き
、
幣
を
納
る
)
」

「
納
幣
」
は
大
夫
が
な
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
礼
に
は
、
納
采
が
有
り
、

問
名
が
有
り
、
納
徴
が
有
り
、
告
期
が
有
る
。
こ
の
四
者
が
備
っ
た
後
に

要
る
の
が
、
礼
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
公
が
自
ら
納
幣
す
る
の
は
、
非
礼

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
誘
っ
た
の
で
あ
る
。
(
納
幣
、
大
夫
之
事
也
。
超
、
有

納
采
、
有
間
名
、
有
納
徴
、
有
告
期
。
四
者
備
而
後
姿
、
趨
也
。
公
之
親
納
幣
、

非
鍾
也
。
故
謙
之
)

中
国
の
古
典
の
中
で
婚
姻
の
礼
を
ま
と
め
て
記
載
し
て
い
る
代
表
的
文
献
は

『
儀
礼
』
士
昏
礼
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
J
　
「
昏
礼
」
は
大
き
く
「
納

采
」
・
「
間
名
」
・
「
納
吉
」
・
「
納
徴
」
:
請
期
」
二
親
迎
」
の
六
節
か
ら

成
る
と
い
う
。
こ
の
『
穀
梁
伝
』
に
よ
る
と
、
『
春
秋
』
の
「
納
幣
」
を
『
儀

礼
』
士
昏
礼
の
「
納
徴
」
に
相
当
す
る
も
の
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

あ
る
い
は
ま
た
昏
礼
の
具
体
的
な
事
柄
ま
で
詳
述
し
た
伝
文
も
有
る
。

桓
0
3
「
九
月
、
賓
侯
送
姜
氏
干
謹
(
斉
侯
、
姜
氏
を
譲
に
送
る
)
」

む
す
め

[
A
]
　
礼
で
は
、
女
を
送
る
に
際
し
、
父
は
堂
を
下
り
ず
、
母
は
祭

け
つ
も
ん

門
〔
廟
門
〕
を
出
な
い
し
、
諸
母
・
兄
弟
は
閉
門
〔
宮
門
〕
を
出
な
い
。
父

な
ん
じ

が
戒
め
て
、
「
謹
慎
し
て
爾
の
舅
の
言
う
こ
と
に
従
え
よ
」
と
い
う
。

母
が
戒
め
て
、
「
謹
慎
し
て
爾
の
姑
の
言
う
こ
と
に
従
え
よ
」
と
い
う
。

諸
母
が
般
〔
ふ
く
ろ
〕
を
与
え
、
か
さ
ね
て
「
謹
慎
し
て
爾
の
父
母
の
言

う
こ
と
に
従
え
よ
し
と
い
う
。
こ
こ
に
(
斉
侯
が
)
女
を
送
る
に
際
し
寛

を
瑜
え
た
の
は
、
非
礼
で
あ
る
。
(
積
、
送
女
父
不
下
堂
、
母
不
出
祭
門
、

諸
母
兄
弟
不
出
開
門
。
父
戒
之
日
、
琵
憬
従
爾
舅
之
音
。
母
戒
之
日
、
琵
悌
従
爾

姑
之
言
。
諸
母
般
中
之
日
、
饉
憬
従
爾
父
母
之
言
。
送
女
瑜
寛
、
非
檀
也
)

こ
の
伝
文
は
、
娘
の
嫁
入
り
に
際
し
、
父
母
や
諸
母
〔
父
の
妾
〕
が
娘
を
戒

め
る
言
葉
を
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
経
・
伝
文
に
続
け
て
、
桓

公
が
妾
氏
を
「
親
迎
」
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
『
穀
梁
伝
』
は
次
の
よ
う
に
子

貢
と
孔
子
の
対
話
を
記
載
し
て
い
る
。
後
に
挙
げ
る
礼
文
献
と
対
照
す
る
た
め

に
、
こ
れ
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

桓
0
3
「
夫
人
妻
氏
至
自
賓
(
夫
人
姜
氏
、
斉
よ
り
至
る
)
」

み
す
か

[
B
]
　
撃
が
連
れ
て
来
た
と
い
わ
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
公
が
親
ら
斉

侯
よ
り
受
け
取
っ
た
　
(
つ
ま
り
親
迎
し
た
)
　
か
ら
で
あ
る
。
子
頁
が
い
っ

た
、
「
晃
し
て
親
迎
す
る
の
は
、
大
げ
さ
過
ぎ
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
。

よ
し

孔
子
が
応
え
て
い
っ
た
、
「
二
姓
の
好
み
を
合
わ
せ
、
万
世
の
後
に
ま
で

継
続
さ
せ
る
の
に
、
ど
う
し
て
大
げ
さ
過
ぎ
る
な
ど
と
い
う
の
か
」
と
。

(
其
不
言
輩
之
以
来
何
也
。
公
親
受
之
干
斉
侯
也
。
子
責
日
、
晃
而
親
迎
、
不
巳

重
平
。
孔
子
日
、
合
二
姓
之
好
、
以
拇
萬
世
之
後
、
何
謂
巳
重
乎
)

婦
人
は
人
に
従
ふ
者
な
り
　
　
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
『
穀
梁
伝
』
に
婦

人
は
人
に
従
う
べ
き
も
の
だ
と
す
る
い
わ
ゆ

る
「
三
従
の
道
」
を
説
く
伝
文
が
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

隠
0
2
　
「
冬
、
十
月
、
伯
姫
紆
干
紀
(
伯
姫
、
紀
に
帰
ぐ
)
　
」

[
C
]
　
礼
で
は
、
婦
人
が
嫁
ぐ
の
を
「
帰
」
と
い
い
、
帰
る
の
を
「
来

帰
」
と
い
う
。
(
婦
人
は
)
人
に
従
う
べ
き
者
だ
か
ら
で
あ
る
。
婦
人
は
、
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家
に
あ
っ
て
は
父
に
制
せ
ら
れ
、
嫁
げ
ば
夫
に
制
せ
ら
れ
、
夫
が
死
ぬ
と

長
男
に
従
う
。
婦
人
は
専
行
し
て
は
な
ら
ず
、
必
ず
従
う
人
が
い
る
。

「
伯
姫
が
紀
に
帰
い
だ
」
と
あ
っ
て
、
専
行
し
た
か
の
よ
う
に
記
述
し
た

の
は
な
ぜ
か
。
こ
れ
は
専
行
で
は
な
い
。
吾
が
国
の
伯
姫
が
紀
に
嫁
い
だ

か
ら
、
そ
れ
を
記
録
し
た
ま
で
で
あ
る
。
…
…
(
超
、
婦
人
謂
縁
日
蹄
。
反

日
爽
鈴
。
従
人
者
也
。
婦
人
在
家
制
於
父
、
既
嫁
制
於
夫
、
夫
死
従
長
子
。
婦
人

不
専
行
、
必
有
従
也
。
伯
姫
蹄
干
紀
。
比
其
如
専
行
之
辞
何
也
。
日
、
非
専
行
也
。

吾
伯
姫
蹄
干
紀
、
故
志
之
也
。
)

と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
　
(
な
お
成
公
十
八
年
に
も
「
婦
人
在
家
制
於
父
、
既
嫁

制
於
夫
」
　
の
語
が
見
え
る
。
)
　
つ
ま
り
『
穀
梁
伝
』
に
お
い
て
は
、
婦
人
に
自
主

性
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

男
子
は
婦
人
の
手
に
絶
え
ず
　
　
さ
ら
に
は
　
「
男
子
は
婦
人
の
手
に
絶
え

ず
」
、
つ
ま
り
婦
人
は
不
浄
の
も
の
ゆ
え
、

男
子
臨
終
の
際
に
は
婦
人
を
そ
の
寝
室
に
入
れ
な
い
の
が
礼
だ
と
い
う
主
張
が

見
え
て
い
る
。

こ
れ
ら
[
C
]
・
[
D
]
　
の
例
か
ら
は
、
い
ず
れ
も
婦
人
の
地
位
に
規
制
を

加
え
よ
う
と
す
る
『
穀
染
伝
』
の
意
志
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

妾
母
の
地
位
に
つ
い
て
　
　
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
「
妾
母
」
　
の
地
位
を
制
限

し
よ
う
と
す
る
『
穀
梁
伝
』
の
主
張
と
も
相
応

ず
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
先
ず
隠
公
元
年
の
条
に
つ
い
て
。

隠
0
1
　
「
秋
七
月
、
天
王
使
宰
噴
泉
好
悪
公
仲
子
之
贈
(
天
王
、
事
項
を
し
て
来

ば

,

　

お

く

た
り
て
恵
公
の
仲
子
の
脂
を
帰
ら
し
む
)
　
」

母
は
子
を
以
て
氏
と
す
る
。
「
仲
子
」
と
は
だ
れ
か
。
恵
公
の
母
で
あ

り
、
孝
公
の
妾
で
あ
る
。
礼
で
は
、
人
の
母
に
層
を
贈
る
の
は
よ
い
が
、

人
の
妾
に
脂
を
贈
る
の
は
い
け
な
い
。
　
(
そ
こ
で
)
　
君
子
　
(
す
な
わ
ち
孔

子
)
　
は
、
礼
に
抵
触
し
な
い
表
現
に
よ
っ
て
、
魯
に
受
け
取
ら
せ
た
の
で

あ
る
。
…
…
(
母
以
子
氏
。
仲
子
者
何
、
悪
公
之
母
、
孝
公
之
妾
也
。
種
、
旧
人

之
母
則
可
。
贈
人
之
妾
則
不
可
。
君
子
以
其
可
辞
受
之
)
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荘
3
2
　
「
八
月
、
契
亥
、
公
亮
千
路
痩
」

[
D
]
　
「
路
寝
」
　
は
正
寝
で
あ
る
。
病
気
に
な
っ
た
と
き
に
正
寝
に
居
る

の
が
正
し
い
。
　
(
と
い
う
の
は
)
　
男
子
は
婦
人
の
手
に
絶
え
る
べ
き
で
は

な
い
。
.
清
潔
を
以
て
終
わ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
(
路
慮
、
正
也
。
燵

疾
居
正
権
、
正
也
。
男
子
不
絶
婦
人
之
手
、
以
斉
終
也
)

こ
れ
に
よ
る
と
、
妾
母
は
正
夫
人
の
よ
う
に
　
「
夫
人
某
氏
」
と
称
す
る
こ
と

は
で
き
ず
、
「
子
」
盲
も
っ
て
氏
と
す
る
と
い
う
。
つ
ま
り
こ
こ
に
「
恵
公
の

(
母
で
あ
る
)
　
仲
子
」
　
と
い
う
称
謂
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
　
『
穀
梁

伝
』
に
あ
っ
て
は
妾
母
は
つ
い
に
　
「
夫
人
」
た
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
続
い
て
隠
公
五
年
の
妾
母
に
関
す
る
例
を
挙
げ
る
。

隠
0
5
　
「
九
月
、
考
仲
子
之
宮
　
(
仲
子
の
宮
を
考
す
)
　
」

[
E
]
　
「
考
す
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
「
考
す
」
と
は
成
す
こ
と
で
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あ
る
。
(
仲
子
を
)
　
夫
人
と
成
し
た
の
で
あ
る
。
礼
で
は
、
庶
子
が
君
と

な
る
と
、
そ
の
母
の
た
め
に
宮
廟
を
築
き
、
公
子
に
そ
の
祭
祀
を
つ
か
さ

ど
ら
せ
る
。
(
た
だ
し
)
　
子
の
代
に
祭
る
だ
け
で
、
孫
の
代
に
は
廃
止
す

る
。
「
仲
子
」
　
は
、
恵
公
の
母
で
あ
る
。
隠
公
は
孫
で
あ
る
の
に
、
こ
の

宮
廟
を
修
め
た
。
(
だ
か
ら
こ
の
記
事
は
)
　
隠
公
を
非
礼
と
し
て
責
め
た
の

で
あ
る
。
　
(
考
者
何
也
。
考
者
、
成
之
也
。
成
之
鳥
夫
人
也
。
超
、
庶
子
烏
君
鳥

其
母
築
宮
、
使
公
子
主
其
祭
也
。
於
子
祭
、
於
孫
止
。
仲
子
者
、
恕
公
之
母
。
隠
、

孫
而
脩
之
、
非
隠
也
)

穀
梁
伝
と
そ
の
他
の
礼
文
献
　
　
ち
な
み
に
以
上
に
挙
げ
た
『
穀
梁
伝
』
所

載
の
礼
制
に
は
、
他
の
礼
文
献
に
類
似
し

た
記
述
の
見
え
る
も
の
が
有
る
。
『
穀
梁
伝
』
　
の
作
成
時
期
を
あ
る
程
度
予
測

さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
参
考
ま
で
に
左
に
引
用
し
て
み
よ
う
。

先
ず
[
A
]
　
の
伝
文
に
は
、
娘
が
嫁
入
り
す
る
の
に
際
し
て
、
父
母
等
が
そ

の
娘
を
戒
め
る
言
葉
が
見
え
て
い
た
。
こ
れ
は
『
儀
礼
』
士
昏
礼
・
記
の
次
の

一
節
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
。

い

ま

し

　

　

　

つ

つ

し

父
、
女
を
送
る
と
き
、
之
に
命
じ
て
日
く
、
「
之
を
戒
め
之
を
敬
み

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
庶
子
が
君
と
な
っ
た
場
合
、
そ
の
母
つ
ま
り
妾
母
の
た
め

に
宮
廟
を
築
い
て
祭
祀
を
行
う
が
、
そ
の
祭
祀
は
孫
の
代
で
廃
止
す
る
と
い
う
。

こ
の
二
例
を
『
公
羊
伝
』
　
の
同
年
の
記
事
と
比
較
し
て
み
る
と
き
、
「
妾
母

に
対
す
る
評
価
」
　
が
極
め
て
対
照
的
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
『
公

羊
伝
』
　
の
場
合
、
先
ず
隠
公
元
年
の
条
で
は
、
仲
子
を
桓
公
の
母
と
見
な
し
て

い
る
の
で
、
『
穀
梁
伝
』
と
は
そ
の
事
実
認
識
に
相
違
が
有
る
が
、
そ
れ
は
と

も
か
く
、
た
と
え
妾
母
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
子
が
君
と
な
れ
ば
　
「
夫
人
」
と
称

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
『
公
羊
伝
』
は
主
張
す
る
。
そ
し
て
こ
の
例
の
場
合
、

桓
公
が
ま
だ
君
と
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
や
は
り
ま
だ
　
「
夫
人
」
と
称
し
て
い
.

な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
隠
公
五
年
の
条
で
は
、
隠
公
が
仲
子
を
宮
廟
に
祭
っ
た

の
は
、
彼
女
が
桓
公
の
母
で
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
『
公

羊
伝
』
が
妾
母
の
立
場
を
認
め
た
う
え
で
の
発
言
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
比

べ
る
と
、
『
穀
梁
伝
』
に
は
、
婦
人
の
地
位
に
一
定
の
制
限
を
与
え
よ
う
と
す

る
強
い
意
志
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
〔
⑥
〕
。

て
、
夙
夜
、
命
に
違
ふ
こ
と
母
か
れ
」
　
と
。
母
、

つ
つ
し

日
く
、
　
「
之
を
勉
め
之
を
敬
み
て
、
夙
夜
、

は
ん

さ

ん

　

　

　

ぜ

い

衿
を
施
し
悦
を
結
び
て

宮
事
に
違
ふ
こ
と
無
か

か
さ

れ
」
と
。
庶
母
、
門
内
に
及
び
て
堂
を
施
し
、
之
に
申
ぬ
る
に
父
母
の
命

h
ノ
や
ま

を
以
て
し
、
之
に
命
じ
て
日
く
、
「
敬
み
恭
ひ
聴
き
て
、
爾
の
父
母
の

た

っ

と

　

　

　

　

　

あ

や

ま

　

　

　

　

　

　

　

こ

れ

言
を
宗
び
、
夙
夜
、
懲
つ
こ
と
無
く
、
諸
を
衿
・
撃
に
祝
よ
」
　
と
。

(
父
送
女
、
命
之
日
、
戒
之
敏
之
、
夙
夜
母
達
命
。
母
施
衿
結
脱
臼
、
勉
之
敬
之
、

夙
夜
無
違
宮
事
。
庶
母
及
門
内
、
施
堂
、
中
之
以
父
母
之
命
。
命
之
日
、
敬
恭
密
、

宗
爾
父
母
之
言
。
夙
夜
無
智
、
視
諸
衿
撃
)

そ
し
て
こ
の
両
者
を
比
較
し
て
み
る
と
、
『
穀
梁
伝
』
の
方
が
文
辞
が
平
易

で
単
純
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
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『
穀
梁
伝
』

父
戒
之
日
、
謹
憬
徒
爾
舅
之
言
。

『
儀
礼
』

父
送
女
、
命
之
日
、
戒
之
敏
之
、

夙
夜
母
達
命
。
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母
戒
之
日
、
謹
慎
従
爾
姑
之
言
。

諸
母
般
申
之
日
、謹

憬
従
爾
父
母
之
言

母
施
衿
結
脱
臼
、
勉
之
敏
之
、

夙
夜
無
達
宮
事
。

庶
母
及
門
内
、
施
撃
、
申
之
以
父
母
之

命
。
命
之
日
、
敬
恭
聴
、
宗
爾
父
母
之

言
。
夙
夜
無
怒
、
祝
諸
衿
撃

何
謂
巳
重
平
。

以
鳥
天
地
宗
廟
社
稜
之
主
。

君
何
謂
巳
重
平
。

次
に
[
B
]
の
伝
文
に
見
え
る
子
夏
と
孔
子
の
親
迎
に
つ
い
て
の
対
話
に
つ

い
て
は
、
『
礼
記
』
哀
公
開
篇
(
『
大
戴
礼
記
』
哀
公
開
於
孔
子
算
も
同
じ
)
　
の
、

魯
の
哀
公
と
孔
子
の
対
話
中
の
一
部
に
見
え
る
も
の
と
類
似
す
る
。

公
日
は
く
、
「
寡
人
顧
は
く
は
言
ふ
こ
と
有
ら
ん
。
然
れ
ど
も
星
し
て

せ

_

ノ

ぜ

ん

　

　

　

　

　

　

な

親
迎
す
る
は
、
朝
だ
重
か
ら
ず
や
」
と
。
孔
子
鰍
然
と
し
て
色
を
作
し

こ

た

　

　

　

　

　

　

　

　

　

よ

し

て
対
へ
て
日
く
、
「
二
姓
の
好
み
を
合
は
せ
て
、
以
て
先
聖
の
後
を
継
ぎ
、

以
て
天
地
・
宗
廟
・
社
稜
の
主
と
為
る
。
君
何
ぞ
巳
だ
重
し
と
謂
ふ
や
」
と
。

(
公
日
、
寡
人
顧
有
言
。
然
冤
而
親
迎
、
不
巳
重
平
。
孔
子
依
然
作
色
而
封
日
、

合
二
姓
之
好
、
以
紐
先
聖
之
後
、
以
癌
天
地
宗
廟
社
積
之
主
。
君
何
謂
巳
重
乎
)

そ
し
て
こ
の
例
で
も
や
は
り
『
穀
梁
伝
』
の
方
が
単
純
で
あ
る
。

『
穀
梁
伝
』

子
貫
目
、晃

而
親
迎
、
不
巳
重
平
。

孔
子
日
、

合
二
姓
之
好
、
以
日
高
世
之
後
、

『
礼
記
』

公
日
、
寡
人
願
有
言
。

.
然
見
而
親
迎
、
不
巳
重
平
。

孔
子
鰍
然
作
色
而
封
日
、

合
二
姓
之
好
、
以
起
先
聖
之
後
、

つ
い
で
[
C
]
　
の
い
わ
ゆ
る
「
三
従
の
道
」
　
は
、
以
下
の
よ
う
に
多
数
の
礼

文
献
に
も
見
え
る
。

『
儀
礼
』
喪
服
子
夏
伝
　
「
婦
人
に
三
従
の
義
有
り
て
、
専
用
の
道
無
し
。

故
に
未
だ
嫁
せ
ざ
れ
ば
父
に
従
ひ
、
既
に
嫁
す
れ
ば
夫
に
従
ひ
、
夫
死

す
れ
ば
子
に
従
ふ
」
　
(
婦
人
有
三
従
之
義
、
無
専
用
之
道
。
故
未
嫁
従
父
、

既
嫁
従
夫
、
夫
死
従
子
)

『
大
戴
礼
記
』
本
命
篇
　
「
婦
人
は
人
に
伏
す
る
な
り
。
是
の
故
に
専
制
の

義
無
く
し
て
、
三
従
の
道
有
り
。
家
に
在
り
て
は
父
に
従
ひ
、
人
に
適

き
て
は
夫
に
従
ひ
、
夫
死
す
れ
ば
子
に
従
ふ
。
敢
へ
て
自
ら
遂
ぐ
る
所

無
し
」
　
(
婦
人
伏
於
人
也
。
是
故
無
専
制
之
義
、
有
三
従
之
道
。
在
家
従
父
、

通
人
従
夫
、
夫
死
従
子
。
無
所
敢
自
遂
也
)

『
礼
記
』
郊
特
牲
篇
　
「
婦
人
は
人
に
従
ふ
者
な
り
。
幼
に
し
て
は
父
兄
に

従
ひ
、
嫁
し
て
は
夫
に
従
ひ
、
夫
死
す
れ
ば
子
に
従
ふ
」
　
(
婦
人
従
人

者
也
。
幼
従
父
兄
、
嫁
従
夫
、
夫
死
従
子
)

た
だ
し
「
三
従
の
道
(
義
)
」
と
い
う
語
そ
の
も
の
は
『
儀
礼
』
と
『
大
戴

礼
記
』
に
は
見
え
る
が
、
『
穀
梁
伝
』
と
『
礼
記
』
に
は
そ
の
記
載
が
無
い
。

さ
ら
に
[
D
]
　
に
つ
い
て
も
、
次
の
二
つ
の
礼
文
献
に
同
様
の
記
事
が
有
る
。

『
儀
礼
』
士
喪
礼
記
　
「
男
子
は
婦
人
の
手
に
絶
え
ず
。
婦
人
は
男
子
の
手

184
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に
絶
え
ず
」
　
(
男
子
不
絶
於
婦
人
之
手
。
婦
人
不
絶
於
男
子
之
手
)

『
礼
記
』
喪
大
記
　
　
「
男
子
は
婦
人
の
手
に
死
せ
ず
。
婦
人
は
男
子
の
手

に
死
せ
ず
」
　
(
男
子
不
死
於
婦
人
之
手
。
婦
人
不
死
於
男
子
之
手
)

た
だ
し
こ
の
両
文
献
で
は
「
男
子
不
絶
於
婦
人
之
手
」
と
「
婦
人
不
絶
於
男

子
之
手
」
と
が
対
句
に
な
っ
て
い
る
の
に
、
『
穀
梁
伝
』
で
は
「
男
子
不
絶
於

婦
人
之
手
」
の
み
と
な
っ
て
い
る
の
が
相
違
す
る
点
で
あ
る
。
な
お
鄭
玄
が
喪

け
が

大
記
に
「
君
子
は
終
り
を
重
ん
ず
。
其
の
相
褒
す
が
為
め
な
り
」
と
注
釈
し
て

い
る
の
は
、
こ
の
『
穀
梁
伝
』
に
基
づ
い
た
う
え
で
の
発
言
で
あ
る
。

最
後
に
[
E
]
　
に
つ
い
て
は
、

よ
よ

『
礼
記
』
喪
服
小
記
　
「
慈
母
と
妾
母
と
は
、
世
に
は
祭
ら
ざ
る
な
り
」

(
慈
母
輿
妾
母
、
不
世
祭
也
)

と
あ
る
の
が
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
ま
た
鄭
玄
が
「
其
の
非
正
な
る

を
以
て
な
り
。
春
秋
伝
に
日
く
、
子
に
於
て
祭
り
、
孫
に
於
て
止
む
、
と
」
と

注
釈
す
る
の
が
、
こ
の
『
穀
染
伝
』
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
以
上
、
煩
を
厭
わ
ず
[
A
]
～
[
E
]
に
類
似
し
た
表
現
を
他
の
礼

文
献
の
中
か
ら
抜
粋
列
挙
し
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
文
献
が
『
穀
梁
伝
』
の
作
成

時
期
を
暗
示
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

『
儀
礼
』
に
記
載
さ
れ
た
礼
制
が
い
つ
の
時
代
の
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て

の
定
論
は
な
い
が
、
一
応
春
秋
か
ら
戦
国
時
代
に
か
け
て
の
礼
制
が
、
漠
代
の

初
め
に
魯
の
高
堂
生
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し

そ
れ
は
『
儀
礼
』
中
の
「
礼
経
」
の
部
分
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
「
礼
経
」
を

解
説
し
た
「
記
」
の
部
分
は
後
世
に
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
「
喪

服
」
篇
に
は
「
伝
」
　
(
子
夏
の
作
と
い
わ
れ
る
が
、
無
論
歴
史
的
事
実
で
は
な
い
)

と
名
づ
け
ら
れ
た
部
分
が
あ
り
、
こ
れ
は
「
記
」
よ
り
も
さ
ら
に
後
れ
、
昭
帝

・
宣
帝
時
代
に
ま
で
下
る
と
の
説
も
有
る
ほ
ど
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
右
に
引

用
し
た
『
儀
礼
』
の
文
章
は
、
「
士
昏
礼
」
　
の
　
「
記
」
と
「
喪
服
」
　
の
「
伝
」
、

さ
ら
に
「
既
夕
礼
」
　
の
　
「
記
」
と
い
う
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
『
儀
礼
』
の
中
で

は
最
も
後
れ
て
成
立
し
た
部
分
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
『
礼
記
』
と
『
大
戴
札
記
』
の
丙
文
献
に
つ
い
て
も
、
こ
の
両
書
の
書

名
か
ら
も
分
か
る
通
り
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
『
儀
礼
』
の
　
「
礼
経
」
に
対
す

る
「
記
」
を
そ
の
主
要
部
分
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
大
戴
礼
記
』
は

漠
の
戴
徳
の
、
『
礼
記
』
は
戴
徳
の
甥
に
当
た
る
戴
聖
の
編
集
に
成
る
も
の
だ

と
い
わ
れ
る
。
し
か
も
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
『
礼
記
』
の
編
者
で
あ
る
戴
聖

が
、
か
の
　
「
石
渠
閣
」
　
の
学
術
会
議
に
参
加
し
た
礼
学
者
の
一
人
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

筆
者
は
こ
こ
で
敢
え
て
『
穀
染
伝
』
と
以
上
の
礼
文
献
と
の
先
後
関
係
を
穿

聖
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
礼
文
献
と
『
穀
梁
伝
』
所
載
の
礼

制
に
一
致
す
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
が
近
接
し
た
時
代
の

産
物
だ
と
予
想
さ
せ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
れ
ば
充
分
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

の
時
期
と
は
、
お
そ
ら
く
「
石
渠
閣
論
議
」
を
遡
る
こ
と
そ
れ
ほ
ど
遠
い
時
代

で
は
な
か
ろ
う
〔
⑦
〕
。

以
上
、
『
穀
梁
伝
』
の
主
要
な
議
論
に
つ
い
て
説
明
し
て
き
た
つ
も
り
で
あ

る
が
、
以
下
で
は
そ
の
ほ
か
の
『
穀
梁
伝
』
に
特
徴
的
な
主
張
、
す
な
わ
ち

「
夷
放
論
」
・
「
災
異
の
見
方
」
・
「
助
字
」
　
の
辞
例
等
を
説
明
し
て
、
ひ
と
ま

ず
『
穀
梁
伝
』
の
検
討
を
終
え
よ
う
と
思
う
。
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穀
梁
伝
の
夷
炊
論
　
　
先
ず
『
穀
梁
伝
』
の
　
「
夷
秋
論
」
　
に
つ
い
て
で
あ
る

が
、
こ
れ
も
ま
た
『
公
羊
伝
』
を
継
承
す
る
と
こ
ろ

が
有
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
そ
れ
は
「
撰
夷
」
　
の
思
想
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

其
の
夷
秋
を
信
じ
て
中
国
を
伐
つ
を
不
正
と
す
る
な
り
。

(
不
正
其
信
夷
秋
而
伐
中
国
也
。
　
億
公
二
十
七
年
)

を
さ

夷
秋
を
し
て
中
国
を
為
め
し
め
ざ
る
な
り
。

(
不
便
夷
秋
烏
中
國
也
。
　
宣
公
十
一
年
)

中
国
は
夷
秋
と
す
る
に
は
戦
を
言
は
ず
。

(
中
国
輿
夷
狭
不
言
戦
。
　
成
公
十
二
年
)

中
国
を
以
て
夷
秋
に
従
は
し
め
ざ
る
な
り
。

(
不
以
中
国
従
夷
秋
也
。
　
袈
公
十
年
)

其
の
夷
秋
と
交
ご
も
中
国
を
伐
つ
を
不
正
と
す
る
な
り
。

(
不
正
其
輿
夷
秋
交
伐
中
国
。
　
昭
公
十
二
年
)

で
あ
る
。
(
其
日
音
、
秋
之
也
。
其
秋
之
何
也
。
不
正
其
輿
夷
秋
交
伐
中
国
。
故

秋
晴
之
也
)

こ
の
伝
文
に
よ
る
と
、
「
晋
」
と
国
名
の
み
を
挙
げ
る
の
は
夷
秋
に
対
す
る

用
語
で
あ
り
、
こ
の
直
前
の
経
文
「
楚
子
伐
徐
」
と
あ
わ
せ
て
、
中
国
を
伐
っ

た
晋
の
行
為
を
不
正
と
見
な
し
、
中
国
の
諸
侯
で
あ
る
「
晋
」
ま
で
も
が
夷
秋

と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
は
『
公
羊
伝
』
に
お
い
て
も
、
「
中
国
も
亦
た

新
夷
秋
な
り
」
と
い
う
表
現
が
あ
っ
た
が
、
『
穀
梁
伝
』
が
さ
ら
に
こ
れ
を
発

展
さ
せ
た
も
の
だ
と
い
え
よ
ケ
か
。

い
ま
こ
こ
で
両
伝
の
、
あ
る
行
為
を
夷
秋
と
見
な
す
理
由
、
ま
た
そ
れ
に
よ

っ
て
夷
秋
と
さ
れ
た
国
々
を
比
較
対
照
し
て
み
よ
う
。
左
の
対
照
表
に
お
い
て
、

上
段
が
『
公
羊
伝
』
、
下
段
が
『
穀
梁
伝
』
で
あ
る
〔
⑧
〕
。
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と
い
う
表
現
が
そ
の
例
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
注
目
す
べ
き
は
右
の
最
後
の
昭
公
十
二
年
の
例
に
お
い
て
、
中
国

の
諸
侯
で
あ
る
晋
国
が
夷
秋
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

昭
1
2
　
「
菅
伐
鮮
虞
」

こ
こ
に
　
「
晋
」
と
　
(
国
名
の
み
で
)
　
い
う
の
は
、
秋
と
見
な
し
た
か
ら

で
あ
る
。
秋
と
見
な
す
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
夷
秋
〔
楚
〕
　
と
と
も
に

交
互
に
中
国
を
伐
っ
た
こ
と
を
不
正
と
す
る
か
ら
、
秋
と
し
て
称
し
た
の

夷
秋
と
す
る
理
由

①
　
無
義
で
あ
る

②
　
乱
淫
で
あ
る

③
　
嫡
長
の
名
を
匿
す

⑥
　
朝
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

⑤
　
中
国
に
服
従
し
な
い

⑦⑥⑤①　　③②①

無
道
で
あ
る

乱
淫
で
あ
る

年
少
の
時
は
世
子
と
呼
び
、

長
じ
て
立
っ
て
君
と
呼
ぶ

祝
髪
文
身
で
あ
る

中
国
に
服
従
し
な
い

天
子
の
使
者
を
伐
つ

就
君
の
行
為
が
有
る

夷
秋
と
さ
れ
て
い
る
冥

①
　
楚
　
(
六
例
)

①
　
楚
　
(
九
例
)



穀梁伝の思想(下)(野間)

⑪⑩⑨⑧⑦⑥⑤⑥③②

呉
　
(
六
例
)

秦
　
(
二
例
)
.

和
書
　
(
一
例
)

牟
　
(
一
例
)

葛
　
(
一
例
)

戎
　
(
二
例
)

戎
蔓
氏
　
(
一
例
)

白
秋
　
(
一
例
)

赤
秋
源
氏
　
(
一
例
)

介
　
(
一
例
)

⑬⑩⑪⑱⑨⑧⑦⑥⑤④③②

呉
　
(
五
例
)

秦
　
(
一
例
)

晋
　
(
一
例
)

衛
(
一
例
)

察
　
〓
例
)

膿
　
(
一
例
)

苫
　
(
二
例
)

徐
　
(
一
例
)

莱
　
(
一
例
)

秋
　
(
四
例
)

赤
秋
鴻
氏
　
(
一
例
)

鄭
の
大
夫
　
(
一
例
)

こ
の
表
を
見
る
と
、
『
穀
梁
伝
』
で
は
『
公
羊
伝
』
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た

項
目
と
国
名
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
や
は
り
こ
れ
も
『
公

羊
伝
』
か
ら
『
穀
梁
伝
』
　
へ
の
展
開
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
　
「
天
子
の
使
を
伐
つ
」
と
か
　
「
就
君
の
行
為
が
有
る
」
　
と
か
は
、
な

に
も
夷
秋
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
『
穀
梁
伝
』
が
夷
秋
祝
し
た

国
の
う
ち
に
は
、
晋
・
衛
・
寮
と
い
っ
た
中
国
の
諸
侯
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
先
に
挙
げ
た
昭
公
十
二
年
は
そ
の
例
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
う
だ
と
す
る

と
『
穀
梁
伝
』
に
あ
っ
て
は
、
中
国
諸
侯
と
は
文
化
を
異
に
し
民
族
を
異
に
す

る
「
夷
秋
」
　
の
意
味
が
、
そ
の
本
来
の
意
味
か
ら
離
れ
て
、
褒
度
の
　
「
度
」
と

ほ
と
ん
ど
同
義
語
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
「
夷
秋
」
　
の
語
義
が

広
が
っ
て
い
く
の
と
相
侯
っ
て
、
『
公
羊
伝
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
放
烈
な

「
擴
夷
」
の
思
想
が
『
穀
梁
伝
』
で
は
影
凌
ひ
そ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

こ
と
を
象
徴
す
る
と
思
わ
れ
る
の
が
次
に
挙
げ
る
哀
公
十
三
年
の
一
条
で
あ
る
。

哀
1
3
　
「
公
合
音
侯
及
呉
子
干
黄
池
　
(
公
晋
侯
及
び
呉
子
に
黄
池
に
会
す
)
」

「
黄
池
」
　
の
会
合
で
、
「
呉
子
」
　
は
進
ん
だ
も
の
だ
。
(
み
ず
か
ら
)

「
子
」
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
。
呉
は
夷
秋
の
国
で
あ
っ
て
、

髪
を
短
く
切
り
、
身
体
に
入
墨
を
し
て
い
る
。
(
と
こ
ろ
が
)
魯
の
礼
儀

に
も
と
づ
き
、
晋
の
権
威
に
し
た
が
っ
て
、
冠
と
玄
端
〔
黒
い
正
式
な
礼

服
〕
　
を
求
め
、
成
周
に
み
つ
ぎ
も
の
を
し
て
天
王
を
尊
ぼ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
(
こ
の
よ
う
に
)
　
呉
は
進
ん
だ
の
で
あ
る
。
呉
は
東
方
の
大
国
で

あ
っ
て
、
た
び
た
び
小
国
を
集
め
て
諸
侯
と
会
合
し
、
こ
れ
を
中
国
に
合

わ
せ
た
。
呉
が
こ
の
よ
う
に
で
き
た
と
す
れ
ば
、
臣
と
し
て
の
義
に
か
な

っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
(
こ
の
よ
う
に
)
　
呉
は
進
ん
だ
の
で
あ
る
。

「
王
」
　
は
尊
称
で
あ
り
、
「
子
」
　
は
卑
称
で
あ
る
。
(
こ
こ
で
夫
差
は
)

尊
称
を
辞
し
て
卑
称
に
甘
ん
じ
、
諸
侯
に
会
し
、
天
王
を
尊
ん
だ
の
で
あ

る
。
呉
王
夫
差
は
　
「
立
派
な
冠
を
」
　
と
言
っ
た
。
孔
子
が
　
(
こ
の
こ
と
を

評
し
て
)
　
言
っ
た
、
「
大
し
た
も
の
だ
な
、
夫
差
は
。
冠
の
種
類
も
言
え

な
い
の
に
冠
を
欲
し
　
(
て
中
国
に
同
化
し
よ
う
と
し
)
た
と
は
」
と
。
(
黄

池
之
含
、
呉
子
進
乎
故
。
遂
子
兵
。
呉
、
夷
秋
之
國
也
。
祝
髪
文
身
。
欲
因
魯
之

超
、
因
音
之
楢
、
而
請
冠
婚
而
襲
。
其
蒋
干
成
周
以
尊
天
王
。
呉
進
臭
。
呉
、
東

方
之
大
國
也
。
累
累
致
小
國
以
合
諸
侯
、
以
合
乎
中
国
。
呉
能
畠
之
。
則
不
臣
平
。

呉
進
臭
。
王
、
尊
構
也
。
子
、
卑
構
也
。
辞
尊
稀
而
居
卑
稀
、
以
含
乎
諸
侯
。
以

尊
天
王
。
呉
王
夫
差
日
、
好
冠
来
。
孔
子
日
、
大
兵
哉
夫
差
。
東
壁
言
冠
而
欲
冠
也
)
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こ
の
伝
文
は
、
呉
王
夫
差
が
小
国
を
引
率
し
て
中
国
諸
侯
に
会
見
し
た
際
、

自
ら
の
王
号
を
措
い
て
子
爵
に
従
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
呉
が
周
王
を
頂
点
と
す

る
封
建
制
度
・
礼
制
に
同
化
し
た
こ
と
を
称
賛
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
こ
こ
に
お
い
て
は
、
夷
秋
で
あ
る
呉
が
中
国
文
化
に
同
化
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
『
穀
梁
伝
』
は
『
春
秋
』
末
尾
に
近
い
哀
公
十

三
年
の
伝
文
に
お
い
て
、
い
わ
ば
華
夷
混
一
の
世
界
が
実
現
し
た
と
見
な
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
『
穀
梁
伝
』
の
こ
の
見
方
は
、
『
公
羊
伝
』
に
お
い
て
赤
秋
潜
氏
が

ゆ
る

中
国
に
同
化
し
ょ
う
と
し
て
拒
絶
さ
れ
た
よ
う
な
、
あ
る
い
は
「
夷
秋
に
与
す

に
は
一
に
し
て
足
ら
ざ
る
な
り
」
と
い
っ
た
表
現
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
賎
烈

な
「
棲
夷
」
　
の
思
想
と
は
対
照
的
な
夷
放
論
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
夷
秋
論
の
相
違
は
、
お
そ
ら
く
両
書
が
作
成
さ
れ
た
時
代
の
風
潮
を
反

映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
『
公
羊
伝
』
の
撰
夷
論
の
背
景
の
ひ
と
つ
と
し
て
は
、

第
四
章
の
注
⑲
で
も
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
伝
義
の
最
終
的
な
作
成
時
期
、

す
な
わ
ち
漠
初
か
ら
景
帝
時
代
に
至
る
ま
で
の
、
旬
奴
に
対
す
る
漢
人
の
感
情

が
考
え
ら
れ
た
。
そ
の
時
期
と
は
浜
初
の
冒
頓
単
千
を
頂
点
と
す
か
旬
奴
の
全

盛
時
代
が
こ
れ
に
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
『
穀
梁
伝
』
が
作
成
さ
れ
た
の
は
、
武
帝
が
対
句
奴
積
極
策

に
転
じ
た
以
後
の
時
代
で
あ
り
、
武
帝
に
よ
る
世
界
帝
国
の
実
現
を
見
た
後
の

時
代
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
『
穀
梁
伝
』
の
夷
秋
論
は
現
実
に

華
夷
混
一
の
世
界
を
前
提
に
し
た
う
え
で
の
発
言
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で

は
あ
る
ま
い
か
〔
⑨
〕
。

災
異
の
見
方
　
　
次
に
『
穀
梁
伝
』
の
　
「
災
異
」
　
の
見
方
に
つ
い
て
検
討
し

よ
う
。
結
論
を
先
に
述
べ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
『
穀
梁

伝
』
に
は
「
災
異
説
」
が
全
く
見
ら
れ
な
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

こ
と
か
ら
、
『
穀
梁
伝
』
　
の
成
立
を
漠
代
以
前
と
み
て
、
漢
代
制
作
説
を
否
定

す
る
見
解
も
有
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

先
に
『
公
羊
伝
』
の
　
「
災
異
の
見
方
」
　
に
お
い
て
、
災
異
に
対
す
る
態
度
と

し
て
、
「
災
異
自
戒
」
・
「
災
異
応
験
」
・
「
災
異
予
占
」
　
と
い
う
三
段
階
が
有

る
と
す
る
中
江
丑
吉
氏
の
説
を
紹
介
し
、
『
公
羊
伝
』
は
「
災
異
自
戒
」
　
の
段

階
か
ら
　
「
災
異
応
験
」
　
の
段
階
へ
と
一
歩
踏
み
込
ん
だ
部
分
の
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
た
。
と
こ
ろ
が
『
穀
梁
伝
』
に
は
「
災
異
応
験
」
・
「
災
異
予
占
」
　
は
全

く
見
当
ら
な
い
。

『
公
羊
伝
』
が
『
春
秋
』
経
文
に
記
さ
れ
た
災
異
の
記
事
に
た
ん
ね
ん
に

「
記
災
也
」
っ
・
「
記
異
也
」
と
い
う
伝
文
を
施
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
『
穀

染
伝
』
は
そ
れ
ほ
ど
災
異
に
は
関
心
を
示
さ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
『
穀
梁
伝
』

の
災
異
に
つ
い
て
の
立
場
は
、
次
に
挙
げ
る
昭
公
十
八
年
の
伝
文
中
の
子
産
の

言
葉
に
集
約
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

昭
1
8
　
「
夏
、
五
月
、
壬
午
、
宋
・
衛
・
陳
・
鄭
災
」

こ
れ
を
記
録
し
た
の
は
、
同
日
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
日
付
を
い
う
の

も
、
同
日
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
説
に
よ
る
と
、
あ
る
人
が
鄭
の
子
産

に
む
か
つ
て
い
っ
た
、
「
某
日
に
火
災
が
お
こ
る
で
し
ょ
う
」
と
。
(
火

災
が
起
っ
た
後
で
)
　
子
産
が
い
っ
た
　
「
天
の
は
た
ら
き
は
神
妙
で
す
。
あ

な
た
に
ど
う
し
て
分
か
り
ま
し
ょ
う
か
。
人
間
で
す
、
同
日
に
四
国
で
火

災
を
起
こ
し
た
の
は
」
　
と
。
(
其
志
、
以
同
日
也
。
其
日
、
亦
以
同
日
也
。
或
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日
、
人
有
謂
都
子
産
日
、
某
日
有
災
。
子
産
日
、
天
者
神
。
子
悪
知
之
。
是
人
也
。

同
日
鳥
四
國
災
也
)

こ
の
伝
文
に
記
さ
れ
た
子
産
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
天
の
は
た
ら
き
は
神
妙
で

知
り
難
い
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
災
異
に
天
意
・
天
戒
を
読
み
取
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
し
、
こ
の
四
国
の
火
災
の
原
因
を
す
べ
て
人
間
の
し
わ
ざ
に
帰

し
て
い
る
の
で
あ
る
〔
⑳
】
。

そ
れ
で
は
人
間
は
災
異
に
い
か
に
対
処
す
べ
き
で
あ
る
の
か
。
そ
の
こ
と
に

う

さ

い

つ
い
て
は
、
定
公
元
年
の
雨
乞
い
の
祭
で
あ
る
雪
祭
に
対
す
る
発
言
が
参
考
に

な
る
で
あ
ろ
う
。

穀梁伝の思想(下)

定
0
1
　
「
九
月
、
大
雪
」

…
…
「
雪
」
　
に
　
「
月
」
を
い
う
の
は
、
号
の
正
し
い
も
の
で
あ
る
。

「
月
」
を
い
う
の
が
雪
の
正
し
い
も
の
で
あ
る
の
は
な
ぜ
か
。
時
節
が
窮

ま
り
人
力
が
尽
き
て
か
ら
写
す
る
の
が
、
雪
の
正
し
い
も
の
で
あ
る
か
ら

だ
。
ど
の
よ
う
な
状
況
を
「
時
節
が
窮
ま
り
人
力
が
尽
き
る
」
と
い
う
の

か
。
こ
の
月
に
雨
が
降
ら
な
け
れ
ば
も
は
や
間
に
合
わ
ず
、
こ
の
年
に
収

穫
が
な
け
れ
ば
食
糧
が
無
い
、
と
い
う
状
況
を
「
時
節
が
窮
ま
り
人
力
が

尽
き
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

雪
す
る
の
に
必
ず
「
時
節
が
窮
ま
り
人
力
が
尽
き
る
」
　
の
を
待
つ
の
は

な
ぜ
か
。
雪
は
早
魅
の
た
め
に
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
「
求
」
は
請
で
あ

っ
て
、
昔
の
人
は
請
を
重
ん
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
請
を
重
ん
じ
た
の

か
。
人
を
人
と
し
て
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
は
譲
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
請

う
と
い
う
の
は
こ
の
譲
を
去
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
を
人
と
し
て
成

り
立
た
せ
て
い
る
も
の
を
捨
て
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
重
ん

じ
た
の
で
あ
る
∴
商
う
こ
と
を
慎
重
に
し
た
と
い
う
こ
と
〕
。
な
に
を
請
う

の
か
。
上
公
〔
天
〕
と
感
応
す
る
こ
と
を
請
う
た
の
で
あ
る
。
昔
の
神
人

に
は
上
公
と
感
応
で
き
る
も
の
が
い
て
、
陰
陽
に
通
じ
て
い
た
。
君
は
み

ず
か
ら
諸
大
夫
を
ひ
き
い
、
彼
ら
を
先
導
し
て
請
う
た
の
で
あ
る
。
そ
も

そ
も
請
う
場
合
に
は
、
人
に
委
託
し
て
往
か
せ
て
は
な
ら
ぬ
。
必
ず
み
ず

か
ら
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
重
ん
じ
た
の
で
あ
る
。
(
雪
月
、

雪
之
正
也
。
月
之
鳥
雪
之
正
何
也
。
共
時
窮
人
力
志
。
然
後
雪
。
雪
之
正
也
。
何

謂
共
時
窮
人
力
轟
。
是
月
不
雨
、
則
無
及
兵
。
是
年
不
文
、
則
無
食
臭
。
是
謂
共

時
窮
人
力
轟
也
。
雪
之
必
待
共
時
窮
人
力
轟
何
也
。
害
者
、
鳥
早
求
者
也
。
求
者
、

請
也
。
古
之
人
宜
請
。
何
重
乎
請
。
人
之
所
以
鳥
人
者
、
譲
也
。
謂
道
去
譲
也
、

則
是
舎
其
所
以
鳥
人
也
。
是
以
重
之
。
焉
請
歳
。
請
乎
席
上
公
。
古
之
押
入
有
應

上
公
者
。
通
乎
陰
陽
。
君
親
帥
諸
大
夫
道
之
、
而
以
請
鳶
。
夫
話
者
、
非
可
殆
託

而
往
也
。
必
親
之
者
也
。
是
以
重
之
)

こ
の
伝
文
に
よ
れ
ば
、
『
穀
梁
伝
』
と
て
も
天
と
人
と
の
感
応
を
全
く
否
定

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
雨
を
天
に
請
求
す
る
雪
祭
は
、
時
節
が
窮
ま

り
人
力
の
尽
き
た
ぎ
り
ぎ
り
の
状
況
に
し
て
は
じ
め
て
行
な
う
べ
き
も
の
で
、

し
か
も
そ
れ
は
「
請
う
」
　
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
君
主
が
天
に
対
し
て

積
極
的
に
働
き
か
け
た
り
、
自
ら
雨
を
降
ら
せ
る
能
力
を
持
っ
た
呪
術
者
に
な

っ
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
〔
⑬
〕
。

こ
の
よ
う
な
『
穀
梁
伝
』
の
災
異
観
が
、
果
た
し
て
『
公
羊
伝
』
の
そ
れ
に

先
立
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
『
穀
梁
伝
』
が
漢
代
以
前
に
成
立
し
た

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
検
討
す
る
た
め
に
、
『
公
羊
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伝
』
で
引
用
し
た
債
公
十
五
年
「
震
夷
伯
之
廟
」
・
宣
公
十
五
年
「
蝮
生
」
・
同

十
六
年
「
成
周
宣
樹
災
」
　
の
例
に
つ
い
て
、
『
穀
梁
伝
』
の
主
張
を
挙
げ
て
比

較
し
て
み
よ
う
。

債
1
5
　
「
己
卯
、
晦
、
震
夷
伯
之
廟
　
(
夷
伯
の
廟
に
震
あ
り
)
　
」

「
晦
」
　
は
冥
　
〔
く
ら
い
〕
　
で
あ
る
。
「
廣
」
　
は
雷
で
あ
る
。
「
夷
伯
」
　
は

魯
の
大
夫
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
因
ん
で
、
天
子
か
ら
士
に
い
た
る
ま
で

す
べ
て
に
廟
が
有
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
天
子
は
七
廟
、
諸
侯
は

五
廟
、
大
夫
は
三
廟
、
士
は
二
廟
で
あ
る
。
つ
ま
り
徳
の
厚
い
者
は
流
沢

が
遠
く
ま
で
及
び
、
徳
の
薄
い
者
は
流
沢
が
卑
近
に
及
ぶ
だ
け
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
始
め
て
封
ぜ
ら
れ
た
者
を
貴
ぶ
。
徳
の

本
だ
か
ら
で
あ
る
。
始
め
て
封
ぜ
ら
れ
た
者
を
、
必
ず
祖
と
す
る
。
(
晦
、

冥
也
。
震
、
雷
也
。
夷
伯
、
魯
之
大
夫
也
。
因
比
以
見
天
子
至
干
士
皆
有
廟
。
天

子
七
廟
、
諸
侯
五
、
大
夫
三
、
士
二
。
故
徳
厚
者
流
光
。
徳
薄
昔
流
卑
。
是
以
貴

始
、
徳
之
本
也
。
始
封
必
鳥
祖
)

宣
公
1
6
　
「
夏
、
成
周
宣
樹
災
」

周
の
災
は
『
春
秋
』
に
記
録
し
な
い
。
こ
こ
に
　
「
宣
桝
」
　
(
の
災
)
を

い
う
の
は
な
ぜ
か
。
楽
器
を
所
蔵
し
て
い
る
場
所
な
の
で
、
(
特
に
重
ん

じ
て
)
細
か
く
い
っ
た
の
で
あ
る
。
(
周
災
不
志
也
。
其
日
宣
梯
何
也
。
以
楽

器
之
所
蔵
目
之
也
)

こ
の
伝
文
は
『
公
羊
伝
』
の
前
半
部
分
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し

『
公
羊
伝
』
が
こ
の
経
文
に
、
「
周
を
新
た
に
す
る
」
　
天
意
を
読
み
取
っ
て
い

る
の
に
対
し
て
、
『
穀
梁
伝
』
は
楽
器
所
蔵
の
場
所
で
あ
っ
た
た
め
、
特
に
詳

し
く
記
録
し
た
も
の
だ
と
述
べ
る
の
み
で
あ
る
。

以
上
の
二
つ
の
例
か
ら
だ
け
で
は
、
両
伝
の
先
後
は
決
め
か
ね
る
が
、
次
の

例
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
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こ
の
『
穀
梁
伝
』
　
の
解
釈
に
よ
る
と
、
魯
の
大
夫
夷
伯
の
廟
に
落
雷
が
あ
っ

た
こ
と
を
『
春
秋
』
が
記
録
し
た
の
は
、
『
公
羊
伝
』
の
主
張
す
る
よ
う
な
、

こ
れ
が
何
ら
か
の
人
事
に
応
じ
た
天
戒
を
表
す
た
め
で
は
な
く
、
た
ま
た
ま
起

っ
た
こ
の
出
来
事
を
引
合
い
に
し
て
、
天
子
よ
り
士
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
に

始
祖
を
祭
っ
た
廟
が
有
る
と
い
う
礼
制
を
示
す
た
め
だ
と
い
う
。
そ
し
て
続
け

て
『
穀
梁
伝
』
は
そ
の
具
体
的
な
廟
制
を
紹
介
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
ち
な
み

に
こ
こ
に
い
う
「
天
子
七
廟
説
」
　
は
、
前
漠
末
期
に
儒
家
的
官
僚
に
よ
っ
て
引

き
起
こ
さ
れ
た
宗
廟
改
革
運
動
に
根
拠
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
〔
⑬
)
。

宣
公
1
5
　
「
冬
、
蛙
生
」

え
ん

「
蝮
」
　
は
災
で
は
な
い
。

こ
と
の
　
(
応
と
し
て
の
)

之
災
也
)

こ
こ
に
　
「
蝮
」
　
と
い
う
の
は
、
畝
に
課
税
し
た

災
で
は
な
い
。
　
(
蝮
、
非
災
也
。
其
目
地
、
非
税
畝

既
述
の
よ
う
に
『
公
羊
伝
』
で
は
蝮
が
生
じ
た
こ
と
を
、
宣
公
が
　
「
畝
に
課

税
」
　
し
た
こ
と
へ
の
天
成
と
し
て
受
け
止
め
た
た
め
、
こ
の
税
制
を
廃
止
し
て

古
来
の
制
度
に
復
す
る
か
ら
、
結
局
は
蝮
を
天
の
焼
幸
だ
と
見
な
し
て
い
た
。

そ
う
す
る
と
『
穀
梁
伝
』
の
こ
の
一
条
は
、
ど
う
し
て
も
『
公
羊
伝
』
の
解
釈

を
前
提
に
し
な
い
で
は
説
明
の
し
ょ
う
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
『
穀
梁
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伝
』
は
『
公
羊
伝
』
の
　
「
災
異
応
験
」
　
に
反
対
し
て
、
こ
れ
が
「
畝
に
課
税
し

た
為
の
災
異
で
は
な
い
」
　
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
通
り
だ
と
す
れ
ば
、
『
穀
梁
伝
』
が
災
異
に
関
心
が
薄
い
の
は
、
敢

え
て
『
公
羊
伝
』
の
災
異
説
を
無
視
す
る
と
い
う
形
で
批
判
し
た
も
の
だ
と
は

い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
〔
⑬
〕
。
も
し
こ
れ
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
、
災

異
の
見
方
の
点
で
も
、
『
穀
梁
伝
』
は
『
公
羊
伝
』
に
先
ん
じ
て
は
い
な
い
の

で
あ
る
。

「
及
」
　
と
は
魯
の
方
が
希
望
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
(
及
者
、
内
癌

志
焉
爾
。
　
隠
公
元
年
・
四
年
・
桓
公
元
年
・
荘
公
二
十
三
年
・
三
十
年
)

「
塵
」
と
は
や
む
を
得
ず
し
た
場
合
で
あ
る
。
外
の
意
志
を
内
に
及
ぼ
す

の
を
　
「
盗
」
と
い
う
。

(
生
者
、
不
得
巳
也
。
以
外
及
内
目
立
。
　
定
公
七
年
)

助
字
の
見
方
　
　
最
後
に
　
「
助
字
」
　
の
見
方
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
『
公

羊
伝
』
が
　
「
一
字
褒
度
」
　
に
よ
っ
て
『
春
秋
』
に
込
め
ら

れ
た
義
を
解
明
し
て
い
る
こ
と
は
第
三
章
で
述
べ
た
が
、
『
穀
梁
伝
』
も
そ
の

点
で
は
、
基
本
的
に
『
公
羊
伝
』
と
変
わ
ら
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
両
伝
と

も
に
『
春
秋
』
経
文
の
一
字
一
句
に
ま
で
注
意
を
払
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
第
一
章
に
お
い
て
『
春
秋
』
経
文
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
助

字
の
種
類
と
そ
の
用
例
の
少
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
そ
の
少
な
い
助
字
の

用
法
に
つ
い
て
も
、
両
伝
は
『
春
秋
』
　
の
義
を
読
み
取
る
。
特
に
『
穀
梁
伝
』

は
「
助
字
」
　
に
対
す
る
関
心
が
強
い
。
そ
し
て
こ
れ
も
ま
た
『
公
羊
伝
』
の
展

開
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
と
え
ば
『
公
羊
伝
』
の
　
「
一
字
褒
度
」
　
の
例
と
し
て
、
隠
公
元
年
「
三
月
、

公
及
却
儀
父
盟
干
昧
」
　
の
条
の
伝
文
を
引
用
し
、
『
公
羊
伝
』
に
お
い
て
は
、

「
及
」
　
と
は
魯
の
国
の
方
が
求
め
た
場
合
(
我
欲
之
)
、
「
盗
」
　
と
は
や
む
を

得
ず
し
て
会
し
た
場
合
(
不
得
巳
也
)
、
と
い
う
よ
う
に
区
別
し
て
い
る
こ
と

を
紹
介
し
た
。
『
穀
梁
伝
』
に
も
ま
た
同
様
な
解
釈
が
有
る
。

あ
る
い
は
　
「
猶
」
字
に
つ
い
て
『
公
羊
伝
』
か
、
「
猶
と
は
何
ぞ
。
通
じ
て

以
て
巳
む
可
き
な
り
。
　
(
猶
者
何
、
通
可
以
巳
也
。
　
億
公
三
十
一
年
・
文
公
六
年
・

宣
公
八
年
)
　
」
　
と
解
釈
す
る
の
に
対
し
て
、
『
穀
梁
伝
』
が
、

′

「
猶
」
　
と
は
、
や
め
て
お
く
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
表
現
で
あ
る
。

(
猶
者
、
可
以
巳
之
辞
也
。
　
億
公
三
十
一
年
・
宣
公
八
年
)

と
い
う
の
も
、
『
公
羊
伝
』
と
全
く
同
じ
内
容
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
　
「
乃
」

字
と
　
「
而
」
字
に
関
し
て
も
、
『
公
羊
伝
』
で
は
次
に
述
べ
る
よ
う
な
区
別
が

有
る
と
主
張
し
て
い
る
。

191

宣
0
8
　
「
久
ヽ
十
月
、
己
丑
、
葬
我
小
君
頃
喝
雨
不
真
理
庚
寅
、
日
中
而
夢

[
公
羊
伝
]
　
「
頃
熊
」
と
は
だ
れ
か
。
宣
公
の
母
で
あ
る
。
「
而
」
と
は

ど
う
い
う
こ
と
か
。
難
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
乃
」
　
と
は
ど
う
い

う
こ
と
か
。
難
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ど
う
し
て
　
「
而
」
と
い
っ
た

り
、
「
乃
」
と
い
っ
た
り
す
る
の
か
。
「
乃
」
と
は
「
而
」
　
よ
り
も
芳
し

い
の
で
あ
る
。
　
(
頃
熊
者
何
、
宣
公
之
母
也
。
而
者
何
、
薄
也
。
乃
者
何
、
薙

也
。
昂
鳥
或
舌
而
、
或
言
乃
。
乃
、
難
乎
而
也
)
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こ
の
『
公
羊
伝
』
の
文
章
は
定
公
十
五
年
の
経
文
「
丁
巳
、
葬
我
君
定
公
。

雨
不
克
葬
。
戊
午
、
日
下
炭
乃
克
葬
」
と
比
較
対
照
し
た
う
え
で
の
解
釈
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
穀
梁
伝
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
文
で
個
別
に
次
の
よ
う

に
説
明
し
て
い
る
〔
⑭
〕
。

宣
0
8
「
冬
、
十
月
、
己
丑
、
葬
我
小
君
頃
熊
。
雨
不
克
葬
。
庚
寅
、
日
中
而

克
葬
」
　
(
日
中
に
し
て
克
く
葬
る
)

葬
式
の
日
取
り
が
決
ま
れ
ば
、
雨
が
降
っ
て
も
中
止
し
な
い
の
が
礼
で

あ
る
。
「
雨
が
降
っ
て
葬
れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
の
は
、
喪
事
が
き
ち
ん

と
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
而
」
と
は
、
緩
辞
で
あ
る
。

(
あ
く
る
日
の
)
　
日
中
に
は
間
に
合
っ
た
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
(
葬
既
有

日
。
不
慮
雨
止
、
趨
也
。
雨
不
克
葬
、
喪
不
以
制
也
。
而
緩
辞
也
。
足
平
日
之
辞

也
)

定
1
5
　
「
丁
巳
、
葬
我
君
定
公
。
雨
不
克
葬
。
戊
午
、
日
下
稜
乃
克
葬
」
　
(
日

の
下
種
に
し
て
乃
ち
克
く
葬
る
)

葬
式
の
日
取
り
が
決
ま
れ
ば
、
雨
が
降
っ
て
も
中
止
し
な
い
の
が
礼
で

あ
る
。
「
雨
が
降
っ
て
葬
れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
の
は
、
喪
事
が
き
ち
ん

と
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
l
る
。
「
乃
」
と
は
、
急
辞
で
あ
る
。

(
あ
く
る
日
の
)
　
日
中
に
も
間
に
合
わ
な
か
っ
た
と
い
う
表
現
で
あ
る
。

(
葬
既
有
日
。
不
鳥
雨
止
、
超
也
。
雨
不
克
葬
、
喪
不
似
制
也
。
乃
急
辞
也
。
不

足
平
日
之
辞
也
)

こ
れ
に
よ
る
と
、
『
公
羊
伝
』
が
「
而
」
と
「
乃
」
を
難
易
の
度
に
よ
っ
て

区
別
し
、
「
乃
」
が
「
而
」
よ
り
さ
ら
に
困
難
な
状
況
を
い
う
と
見
な
し
て
い

る
の
に
対
し
、
『
穀
梁
伝
』
は
「
而
」
が
緩
慢
な
表
現
「
緩
辞
」
、
「
乃
」
が

急
迫
し
た
表
現
「
急
辞
」
と
い
う
緩
急
の
差
に
よ
っ
て
区
別
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。

緩
辞
・
急
辞
　
　
そ
し
て
「
緩
辞
」
　
「
急
辞
」
と
い
う
用
例
は
、
『
穀
梁
伝
』

で
は
こ
の
他
に
も
見
ら
れ
る
。
も
う
一
例
だ
け
紹
介
し
よ
う
。

お
く

債
2
8
　
「
晋
人
執
衛
侯
、
掃
之
干
京
師
(
晋
人
、
衛
侯
を
軌
へ
、
之
を
京
師
に
帰
る
)
」

こ
こ
で
は
　
(
晋
が
衛
に
)
　
入
っ
て
　
「
執
」
え
た
の
に
、
「
入
る
」
　
と
い

わ
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
衛
に
お
い
て
王
命
を
外
に
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
之
を
京
師
に
帰
る
」
と
は
、
緩
辞
で
あ
る
。
裁
断
は
京
師
が
し
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
　
(
比
入
而
執
。
其
不
言
入
何
也
。
不
外
王
命
於
衛
也
。
蹄
之

192

干
京
師
、
緩
辞
也
。
断
在
京
師
也
)

成
1
5
　
「
晋
侯
執
曹
伯
、
顕
干
京
師
(
晋
侯
、
曹
伯
を
軌
へ
、
京
師
に
帰
る
)

「
晋
侯
」
を
主
語
と
し
て
　
「
曹
伯
を
執
ふ
」
と
斥
言
し
て
い
る
の
は
、
皿、」
lヨ

侯
を
に
く
ん
で
で
あ
る
。
「
之
」
を
い
わ
な
い
　
〔
つ
ま
り
「
踪
之
干
京
師
」

と
い
わ
な
い
〕
　
の
は
、
急
辞
で
あ
る
。
裁
断
は
晋
侯
が
し
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
(
以
音
侯
而
斥
執
曹
伯
、
悪
者
侯
也
。
不
言
之
。
急
辞
也
。
断
在
音
侯
也
)

こ
の
伝
文
に
よ
る
と
、
「
之
」
字
が
有
る
の
は
、
晋
人
が
ゆ
っ
く
り
と
時
間

を
か
け
、
京
師
に
伺
い
を
立
て
た
う
え
で
衛
侯
を
京
師
に
送
っ
た
も
の
で
あ
り
、

「
之
」
字
が
な
い
の
は
、
そ
の
よ
・
㌢
な
時
間
を
か
け
る
こ
と
な
く
、
晋
侯
が
独

断
で
即
決
し
て
曹
伯
を
京
師
に
送
っ
た
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の



(野間)穀梁伝の思想(下)

よ
う
に
『
穀
梁
伝
』
で
は
、
「
而
」
字
と
「
乃
」
字
、
あ
る
い
は
「
之
」
字
の
有
無

等
に
よ
っ
て
、
経
文
に
緩
急
の
時
間
的
観
念
を
読
み
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
〔
⑬
)
。

助
字
の
辞
例
　
　
と
こ
ろ
で
再
び
「
乃
」
字
に
話
を
戻
す
こ
と
に
な
る
が
、

『
穀
梁
伝
』
で
は
「
乃
」
字
を
「
急
辞
」
と
解
釈
し
て
い

る
の
と
同
時
に
、
「
亡
乎
人
之
辞
也
」
と
解
釈
す
る
例
も
多
数
見
ら
れ
る
(
倍

公
三
十
一
年
・
宣
公
三
年
・
八
年
・
成
公
七
年
・
十
年
・
嚢
公
七
年
)
。
こ
の
　
「
人
に
亡
き

の
辞
」
と
は
、
人
間
の
能
力
を
越
え
た
も
の
、
人
に
責
任
は
無
い
と
す
る
表
現

で
あ
る
。
い
ま
一
例
だ
け
挙
げ
よ
う
。

宣
O
U
「
改
卜
牛
、
牛
死
。
乃
不
郊
。
猶
三
望
　
(
改
め
て
牛
を
卜
す
。
牛
死
す
。

乃
ち
郊
せ
ず
。
猶
は
三
望
す
)
　
」

事
の
異
変
で
あ
る
。
「
乃
」
と
は
、
人
に
責
任
は
無
い
　
〔
人
力
で
は
い

か
ん
と
も
し
難
い
〕
　
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
(
事
之
襲
也
。
乃
者
、
亡
乎
人
之

辞
也
)

そ
し
て
こ
の
「
乃
」
字
を
は
じ
め
と
し
て
『
穀
梁
伝
』
で
は
、
助
字
を
「
某

某
辞
」
と
い
う
か
た
ち
で
解
釈
し
た
例
を
多
数
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

遂
=
継
事
之
辞
　
(
桓
公
八
年
)
　
〔
⑲
〕

又
=
有
継
之
辞
(
成
公
七
年
・
昭
公
二
十
五
年
)

弗
=
内
辞
(
桓
公
十
年
・
倍
公
二
十
六
年
・
文
公
十
六
年
)

以
=
重
辞
　
(
倍
公
二
十
一
年
・
定
公
七
年
)

有
・
或
=
内
辞
・
外
辞
(
隠
公
三
年
)

と
い
っ
た
例
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
助
字
が
辞
例
と
な
っ
た
も
の
は

『
公
羊
伝
』
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
用
法
で
あ
り
、
『
穀
梁
伝
』
が
「
一
字
褒

度
」
を
助
字
に
ま
で
適
応
し
た
も
の
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

某
之
為
首
、
猶
真
也
.
さ
ら
に
『
穀
梁
伝
』
の
文
字
解
釈
の
中
で
、
「
某

た

の
言
為
る
、
某
な
り
　
(
某
之
為
言
、
某
也
)
　
」
・

「
某
の
言
為
る
、
猶
は
某
の
ご
と
き
な
り
(
某
之
為
言
、
猶
某
也
)
」
と
い
う
形

式
の
も
の
が
目
に
つ
く
の
で
、
そ
れ
を
付
言
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
も
ま
た
「
一

字
褒
度
」
　
の
展
開
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

求
之
鳥
言
、

平
之
危
言
、

潰
之
鳥
言
、

猶
之
危
言
、

乱
之
危
言
、

背
之
烏
言
、

孫
之
鳥
言
、

寛
之
烏
言
、

李
之
鳥
言
、

疆
之
畠
言
、

得
不
得
未
可
知
之
辞
也
　
(
隠
公
三
年
)

以
道
成
也
　
(
隠
公
六
年
)

上
下
不
相
得
也
　
(
偉
公
四
年
・
昭
公
二
十
九
年
)

可
以
巳
也
　
(
文
公
六
年
)

事
未
有
所
成
也
　
(
昭
公
二
十
二
年
)

猶
相
也
　
(
桓
公
三
年
)

猶
孫
也
　
(
荘
公
元
年
・
関
公
二
年
・
昭
公
二
十
五
年
)

猶
安
也
　
(
億
公
三
十
三
年
)

猶
克
也
　
(
文
公
十
四
年
)

猶
克
也
　
(
昭
公
元
年
)

193

そ
し
て
「
管
之
鳥
言
、
猶
相
也
」
以
下
の
用
例
は
、
い
ず
れ
も
文
字
を
他
の

同
音
・
近
似
音
で
解
釈
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
声
訓
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
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『
穀
梁
伝
』
　
の
　
「
声
訓
」
　
の
例
と
し
て
は
、
こ
の
他
に
、

父
猶
伸
也
　
(
隠
公
元
年
)

降
猶
下
也
　
(
荘
公
三
十
年
)

放
猶
屏
也
　
(
宣
公
元
年
)

賊
猶
残
也
　
(
宣
公
十
八
年
)

等
を
見
出
し
得
る
。
「
声
訓
」

の
方
法
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、

漠
代
以
後
の
文
献
で
あ
る
。

は
す
で
に
『
論
語
』
等
に
も
見
え
る
文
字
解
釈

こ
れ
を
意
識
的
に
多
用
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

穀
梁
伝
の
作
成
　
　
以
上
第
五
章
・
六
革
の
二
章
に
わ
た
り
、
『
穀
梁
伝
』

に
つ
い
て
説
明
し
て
き
た
。
こ
こ
で
そ
の
要
点
を
述
べ

る
と
す
る
な
ら
、
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

『
穀
梁
伝
』
は
宣
帝
の
詔
に
よ
っ
て
開
催
さ
れ
た
　
「
石
渠
閣
論
議
」
　
に
お
い

て
国
家
公
認
の
学
と
な
っ
た
が
、
そ
の
書
物
と
し
て
の
成
立
は
、
こ
の
学
術
会

議
を
遡
る
こ
と
そ
れ
ほ
ど
遠
い
時
代
で
は
な
か
ろ
う
。
と
い
う
の
も
『
穀
梁

伝
』
の
作
者
と
伝
え
ら
れ
る
子
夏
の
弟
子
「
穀
梁
子
」
な
る
人
物
は
、
そ
の
名

前
さ
え
定
か
で
な
く
、
ま
た
　
「
穀
梁
子
」
　
か
ら
宣
帝
に
至
る
ま
で
の
伝
承
系
譜

も
極
め
て
暖
味
で
あ
る
。
し
か
し
な
に
よ
り
も
『
穀
梁
伝
』
自
体
が
、
『
公
羊

伝
』
が
盛
行
し
て
い
る
後
を
承
け
て
、
『
公
羊
伝
』
の
主
張
を
前
提
に
し
た
う

え
で
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
意
図
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
た
、
い
わ
ば
反
.
『
公
羊

伝
』
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
の
こ
と
を
形
式
的
な
面
か
ら
見
る
な
ら
、
釈
義
の
方
法
は
『
公
羊
伝
』
を

ほ
ぼ
継
承
し
、
さ
ら
に
こ
れ
を
展
開
さ
せ
た
も
の
が
有
る
。
「
日
月
時
例
」
　
の

整
備
、
文
体
の
多
様
さ
(
「
問
答
体
」
か
ら
「
直
叙
体
」
　
へ
)
、
説
話
の
後
出
性

等
か
ら
そ
れ
を
考
察
し
た
。
内
容
的
な
面
か
ら
は
、
『
穀
梁
伝
』
で
は
『
春

秋
』
・
『
公
羊
伝
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
魯
国
主
体
(
内
魯
説
)
　
の
記
述
法
に

緩
み
が
生
じ
て
い
る
こ
と
、
尊
周
の
念
、
つ
ま
り
現
実
の
周
王
室
へ
の
尊
崇
の

念
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
周
の
封
建
制
度
　
(
礼
の
体
制
)
を
維
持
す
る
こ
と
へ
の

強
い
意
志
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
天
子
を
頂
点
に
、
諸
侯
よ
り
以
下
士

に
至
る
ま
で
が
そ
れ
ぞ
れ
の
分
を
守
る
こ
と
を
強
く
要
請
し
て
い
る
こ
と
、
そ

れ
が
『
公
羊
伝
』
よ
り
も
い
っ
そ
う
厳
格
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
封
建
制
度
の

基
盤
と
し
て
の
重
民
思
想
が
見
ら
れ
る
こ
と
等
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
『
公
羊

伝
』
が
称
讃
す
る
よ
う
な
復
讐
・
譲
位
と
い
っ
た
現
実
の
秩
序
を
破
る
行
為
は
、

『
穀
梁
伝
』
で
は
全
く
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
「
親
親
を
以
て
尊
尊
を
害
わ
ざ

る
」
礼
の
体
制
こ
そ
、
『
穀
梁
伝
』
の
理
想
と
す
る
社
会
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら

の
主
張
は
い
ず
れ
も
『
穀
染
伝
』
の
現
実
肯
定
・
現
状
維
持
の
思
想
の
表
れ
と

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
す
の
が
、
『
穀
梁
伝
』
の
構
成
で
あ
る
と
思

う
。
『
穀
梁
伝
』
は
冒
頭
の
　
「
魯
隠
公
論
」
　
に
お
い
て
反
『
公
羊
伝
』
的
立
場

を
宣
言
す
る
と
と
も
に
、
礼
制
維
持
へ
の
強
い
意
志
を
表
明
す
る
。
そ
し
て
最

終
尾
に
近
い
哀
公
十
三
年
に
お
い
て
、
牽
夷
混
一
の
理
想
社
会
が
実
現
さ
れ
た

と
す
る
伝
文
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
『
公
羊

伝
』
が
「
変
革
の
書
」
　
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
『
穀
梁
伝
』
は
「
守
成
の
書
」

で
あ
る
。
漠
の
中
興
の
君
主
と
い
わ
れ
た
宣
帝
の
時
代
の
文
献
と
し
て
ま
こ
と

に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

最
後
に
次
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
、
『
穀
梁
伝
』
の
説
明
を
終
え
る
こ
と
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穀梁伝の思想(下)(野間)

え
ん
こ
せ
い

と
し
た
い
。
『
史
記
』
儒
林
韓
国
生
伝
に
よ
る
と
、
斉
詩
を
も
っ
て
博
士
と
な

っ
た
棺
回
生
と
黄
生
な
る
人
物
が
、
景
帝
の
御
前
で
殿
の
湯
王
・
周
の
武
王
が

受
命
の
王
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
論
争
し
た
と
い
う
。

黄
生
　
　
湯
・
武
は
受
命
の
王
に
非
ず
。
そ
の
行
為
は
斌
君
で
あ
る
。

韓
国
生
　
し
か
ら
ず
。
夏
王
築
・
股
王
紺
は
虐
乱
の
君
で
あ
り
、
天
下
の

民
心
は
す
べ
て
湯
・
武
に
帰
し
た
。
湯
・
武
は
民
心
に
の
っ
と
っ

て
突
・
紺
を
誅
し
た
の
で
あ
り
、
巳
む
を
得
ず
し
て
立
っ
た
の

だ
。
こ
れ
が
受
命
で
な
く
て
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。

か

ん

む

り

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

は

き

も

の

黄
生
　
　
冠
は
破
れ
て
も
必
ず
頭
に
か
ぶ
る
も
の
、
層
は
新
し
く
て

も
足
に
は
く
も
の
。
そ
れ
が
上
下
の
分
と
い
う
も
の
だ
か
ら
だ
。

た
と
え
築
・
紺
は
無
道
な
り
と
は
い
え
君
上
、
湯
・
武
は
聖
人
と

は
い
え
臣
下
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
主
君
に
失
行
が
有
る
こ
と
を

知
っ
て
い
な
が
ら
、
臣
下
と
し
て
主
君
の
過
失
を
正
し
て
天
子

を
尊
ぶ
こ
と
を
せ
ず
、
か
え
っ
て
主
君
の
過
失
を
利
用
し
て
誅

殺
し
、
こ
れ
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
斌
君
で

な
く
て
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。

韓
国
生
　
御
説
の
通
り
で
あ
る
な
ら
、
我
が
漠
の
高
祖
も
秦
に
代
わ
っ
て

天
子
の
位
に
即
か
れ
た
が
、
こ
れ
も
ま
た
非
と
い
わ
れ
る
か
。

こ
の
二
人
の
応
酬
を
聞
い
て
い
た
景
帝
は
、
事
が
漢
の
高
祖
の
即
位
の
是
非

に
ま
で
及
ん
で
来
た
た
め
、
調
停
役
に
ま
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

景
帝
　
　
肉
を
食
ら
い
、
馬
の
肝
を
食
ら
わ
ず
と
も
、
肉
の
味
を
知
ら
ぬ

と
は
い
え
ぬ
。
学
者
が
湯
・
武
の
受
命
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ

な
く
と
も
、
愚
者
と
は
い
え
ぬ
で
あ
ろ
う
。

そ
の
結
果
、
こ
の
論
争
は
打
ち
切
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
「
儒
林
伝
」
　
は
続

け
て
、
「
是
よ
り
後
の
学
者
、
敢
へ
て
受
命
・
放
伐
を
明
ら
か
に
す
る
者
莫

し
」
と
結
ん
で
い
る
。

こ
の
論
争
の
中
に
見
え
る
黄
生
の
、

や
ぷ

冠
は
散
る
と
錐
ど
.
も
、
必
ず
首
に
加
ふ
。
履
は
新
し
と
錐
ど
も
、
必
ず
足

と
は

に
関
す
。
　
(
冠
錐
倣
、
必
加
於
首
。
履
維
新
、
必
関
於
足
)

と
い
う
言
葉
は
、
実
に
『
穀
染
伝
』
倍
公
八
年
の
条
の
、

ふ
る

朝
服
は
放
る
と
錐
ど
も
、
必
ず
上
に
加
ふ
。
弁
晃
は
旧
し
と
錐
ど
も
、
必

ず
首
に
加
ふ
。
周
宝
は
衰
ふ
と
錐
ど
も
、
必
ず
諸
侯
に
先
ず
。
(
朝
恩
雌

敵
必
加
於
上
。
弁
冤
錐
蕃
必
加
於
首
。
周
室
雌
衰
必
先
諸
侯
)

と
い
ケ
一
句
に
近
似
す
る
。
『
穀
梁
伝
』
は
漢
初
の
黄
生
の
議
論
に
見
ら
れ
る

よ
う
な
「
守
成
」
　
の
思
想
に
淵
源
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
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注④
　
た
と
え
ば
日
原
利
国
「
白
虎
観
論
議
の
思
想
史
的
位
置
づ
け
」
　
(
漠
疏
文
化
六
一

九
六
七
　
『
漢
代
思
想
の
研
究
』
研
文
田
版
一
九
八
六
)
・
『
春
秋
公
羊
伝
の
研
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究
』
　
(
創
文
社
一
九
七
六
)
等
。
こ
の
日
原
氏
の
見
解
は
重
沢
俊
郎
「
穀
梁
伝
の
思

想
と
漠
代
の
社
会
」
　
(
支
那
学
十
巻
二
号
一
九
四
〇
)
、
さ
ら
に
遡
っ
て
は
本
田
成

之
　
「
経
学
史
上
に
放
け
る
穀
梁
家
の
地
位
」
　
(
『
内
藤
博
士
還
暦
記
念
支
那
学
論
叢
』

一
九
二
六
)
　
に
基
づ
く
も
の
で
、
極
め
て
有
力
な
見
解
で
あ
る
。

⑤
　
「
宋
秦
の
仁
」
　
と
し
て
知
ら
れ
る
末
の
喪
公
の
弘
水
の
ほ
と
り
で
の
戦
い
ぶ
り
を
、

『
公
羊
伝
』
が
「
文
王
の
戦
と
錐
ど
も
亦
た
比
れ
に
過
ぎ
ず
」
と
し
て
絶
賛
す
る
の
に

対
し
、
『
穀
梁
伝
』
は
　
「
道
の
貴
き
は
者
は
時
な
り
。
共
の
行
ひ
は
勢
な
り
」
　
と
述
べ

て
、
嚢
公
を
時
勢
を
知
ら
な
い
者
と
し
て
非
難
し
て
い
る
　
(
億
公
二
十
二
年
)
。
あ
る

い
は
こ
こ
に
『
穀
梁
伝
』
　
の
法
家
的
主
張
を
見
田
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。

⑥
　
『
公
羊
伝
』
億
公
三
年
の
条
に
は
、
斉
の
桓
公
主
催
の
陽
穀
の
会
で
の
桓
公
の
言
葉

ふ

せ

　

　

　

　

　

　

　

　

た

く

は

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

カ

と
し
て
、
「
谷
を
障
ぐ
こ
と
無
か
れ
。
粟
を
貯
ふ
る
こ
と
無
か
れ
。
樹
子
を
易
ふ
る

こ
と
無
か
れ
。
妾
を
以
て
妻
と
為
す
こ
と
無
か
れ
　
(
無
障
谷
、
無
貯
粟
、
無
易
樹
子
、

無
以
妾
烏
妻
)
　
」
　
と
あ
る
。
こ
れ
と
対
応
す
る
の
が
『
穀
梁
伝
』
で
は
倍
公
九
年
の
条

ふ
せ

で
あ
り
、
こ
こ
で
は
英
丘
の
盟
の
盟
載
の
言
葉
と
し
て
、
「
泉
を
薙
ぐ
こ
と
母
か
れ
。

い
り
よ
ね
　
と
ど

擢
　
を
詑
む
る
こ
と
母
か
れ
。
樹
子
を
易
ふ
る
こ
と
母
か
れ
。
妾
を
以
て
妻
と
為
す

あ
づ
か

こ
と
母
か
れ
。
婦
人
を
し
て
国
事
に
与
ら
し
む
る
こ
と
母
か
れ
　
(
母
宛
泉
。
母
詑
濯
。

母
易
樹
子
。
母
以
妾
鰯
妻
。
母
使
婦
人
輿
國
事
)
」
　
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
こ
こ
に
『
公
羊
伝
』
に
無
い
　
「
母
使
婦
人
与
国
事
」
と
い
う
一
句
が
付
け
加
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
『
穀
梁
伝
』
が
婦
人
の
地
位
に
制
限
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。
あ
る
.
い
は
外
戚
勢
力
に
対
す
る
牽
制
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。

⑦
　
ち
な
み
に
石
渠
閣
会
議
に
穀
梁
学
者
と
し
て
出
席
し
た
劉
向
の
『
列
女
伝
』
中
に
は
、

三
従
を
は
じ
め
と
し
て
『
穀
梁
伝
』
が
主
張
す
る
礼
制
が
多
く
見
ら
れ
る
。

⑧
　
こ
の
節
は
山
田
琢
　
「
春
秋
の
理
想
」
　
(
斯
文
二
二
　
一
九
五
八
　
『
春
秋
学
の
研

究
』
明
徳
出
版
社
一
九
八
七
)
　
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

⑨
　
ち
な
み
に
前
浜
末
期
の
揚
雄
『
法
舌
』
孝
至
第
十
三
に
は
、
北
の
蛮
族
旬
奴
が
入
朝

し
た
だ
け
で
巨
万
の
恩
賜
を
受
け
て
手
厚
く
待
遇
さ
れ
る
の
は
不
当
で
は
な
い
か
と
の

問
い
に
答
え
た
、
「
昔
在
、
高
・
文
・
武
の
と
き
、
実
に
兵
〔
兵
禍
〕
　
の
主
た
り
き
。
今
、

稽
首
し
て
来
臣
し
、
称
し
て
北
の
蕃
(
臣
)
　
と
為
す
。
是
れ
宗
廟
の
神
、
社
積
の
塞
為

る
な
り
、
幸
せ
ざ
る
ぺ
け
ん
や
」
　
と
い
う
表
現
が
有
る
。

⑳
　
ち
な
み
に
『
左
伝
』
昭
公
十
八
年
の
粂
に
よ
る
と
、
『
穀
梁
伝
』
に
い
う
「
あ
る
人
」

と
は
稗
竃
で
あ
る
ら
し
く
、
こ
こ
に
は
　
ま
た
子
産
の
　
「
天
道
は
遠
く
、
人
道
は
達
し
。

及
ぶ
所
に
非
ざ
る
な
り
」
　
と
い
う
有
名
な
言
葉
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

れ
ん
し
◆

⑪
　
成
公
五
年
の
　
「
梁
山
崩
」
　
の
伝
文
で
、
聾
者
　
〔
車
引
き
〕
　
が
、
「
天
が
山
を
作
り
、

天
が
こ
れ
を
崩
し
た
。
天
が
河
を
作
り
、
天
が
こ
れ
を
塞
い
だ
。
人
は
こ
れ
を
い
か
ん

と
も
し
が
た
い
。
君
が
み
ず
か
ら
素
縞
　
〔
白
ぎ
ぬ
の
衣
と
冠
〕
　
を
身
に
つ
け
、
群
臣
を

率
い
て
果
し
、
そ
の
後
で
祭
れ
ば
流
れ
る
で
あ
ろ
う
」
　
と
述
べ
る
言
葉
も
同
様
の
主
張

だ
と
い
え
よ
う
。

⑬
　
『
漢
書
』
葺
玄
成
伝
等
。

⑬
　
ち
な
み
に
山
田
琢
　
「
穀
梁
伝
の
成
立
」
　
(
日
本
中
国
学
会
報
第
十
集
一
九
五
八

『
春
秋
学
の
研
究
』
明
徳
出
版
社
)
　
に
は
、

穀
梁
伝
が
災
異
を
説
か
な
い
の
は
、
西
漢
一
般
の
風
潮
に
は
合
し
な
い
が
、
こ

れ
は
西
淡
公
羊
学
が
春
秋
の
災
異
を
説
い
て
、
君
主
権
に
抵
触
す
る
こ
と
が
あ

っ
た
の
で
反
対
の
立
場
を
と
っ
た
も
の
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

と
い
う
指
摘
が
有
る
。
な
お
本
章
は
こ
の
山
田
氏
の
論
考
を
参
考
に
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

⑭
　
『
穀
梁
伝
』
で
は
宣
公
八
年
の
こ
の
経
文
を
「
冬
、
十
月
、
己
丑
、
葬
我
小
君
頃
熊
。

雨
不
克
葬
」
　
と
　
「
庚
寅
、
日
中
而
克
葬
」
　
と
の
二
つ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
伝
文

を
施
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
『
公
羊
伝
』
と
対
照
す
る
た
め
、
経
・
伝
文
と
も
に
連
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続
さ
せ
た
。
定
公
十
五
年
も
同
じ
。

⑮
　
緩
辞
・
急
辞
の
例
と
し
て
は
、
こ
の
他
に
次
の
よ
う
な
例
が
有
る
。
原
文
の
み
で
あ

る
が
、
左
に
挙
げ
て
お
こ
う
。

倍
2
6
　
「
華
人
侵
我
西
都
。
公
追
斉
師
、
至
鵜
弗
及
」

穀梁伝の思想(下)(野間)

⑩

穀
梁
伝
「
至
稀
、
急
辞
也
」

宣
0
3
「
春
、
王
正
月
、
郊
牛
之
口
傷
。
改
卜
牛
、
牛
死
。
乃
不
郊
。
猶
三
望
ナ

穀
梁
伝
「
之
口
、
綬
醇
也
」

成
0
7
「
春
、
王
正
月
、
路
鼠
食
郊
牛
角
。
改
卜
牛
。
践
鼠
又
食
其
角
、
乃
免
牛
」

穀
梁
伝
「
不
言
日
(
椅
注
目
、
不
言
日
、
督
鳥
不
言
之
)
、
急
辞
也
」

成
0
8
「
春
、
音
侯
使
韓
穿
爽
言
決
陽
之
田
、
蹄
之
干
賓
」

穀
梁
伝
「
干
賓
、
緩
辞
也
」

「
遂
」
字
に
つ
い
て
は
、
『
公
羊
伝
』
は
こ
れ
を
有
名
な
「
大
夫
に
遂
事
無
し
」
と

い
う
テ
ー
マ
に
結
び
つ
け
た
が
、
『
穀
梁
伝
』
で
は
、
桓
公
八
年
で
「
遂
と
は
事
を
継

ぐ
と
い
う
表
現
で
あ
る
」
と
述
べ
　
(
ま
た
「
遂
、
龍
事
也
」
と
も
い
う
。
億
公
四
年
・

十
五
年
二
一
十
八
年
・
文
公
七
年
・
宣
公
元
年
・
裏
公
十
二
年
・
昭
公
四
年
)
、
助
字
と
し

て
解
釈
す
る
の
み
で
あ
る
。
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